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宇
部
市
水
道
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程 

 
 

令
和
四
年
四
月
一
日 

水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
十
九
号 

沿
革 

令
和 

 

四
年 

九
月 

三
十
日 

管
理
規
程
第
五
十
一
号 

第 

一
次
改
正 

令
和 

 

四
年
十
二
月
二
十
六
日 

管
理
規
程
第
五
十
五
号 

第 

二
次
改
正 

令
和 

 

六
年 

二
月
二
十
八
日 

管
理
規
程
第 

 

二
号 

第 

三
次
改
正 

  

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
程
は
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
。

以
下
「
育
児
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
、
第
三
条
第
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
七
条
、

第
八
条
、
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
十
四
条
、
第
十
五
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
三
項

並
び
に
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
職
員

の
育
児
休
業
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
。 

（
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
二
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

一 

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員 

二 

宇
部
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
五
十
九
年
条
例
第
二
十
二
号
）
第
四
条
第
一
項
又

は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員 

三 

宇
部
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

四 

宇
部
市
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
三
年
条
例
第
二
十
三
号
）
第

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
短
時
間
勤
務
職
員 

五 

非
常
勤
職
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
非
常
勤
職
員 

 

イ 

次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

 
 

(1) 

そ
の
養
育
す
る
子
（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

が
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
六
か
月
到
達
日
」
と
い
う
。）
（
当
該
子
の
出
生
の

日
か
ら
第
七
条
に
規
定
す
る
期
間
内
に
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

期
間
の
末
日
か
ら
六
月
を
経
過
す
る
日
、
第
五
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該

子
が
二
歳
に
達
す
る
日
）
ま
で
に
、
そ
の
任
期
（
任
期
が
更
新
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
更

新
後
の
も
の
）
が
満
了
す
る
こ
と
及
び
引
き
続
い
て
任
命
権
者
を
同
じ
く
す
る
職
（
以
下
「
特

定
職
」
と
い
う
。
）
に
採
用
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
な
い
非
常
勤
職
員 

 
 

(2) 

勤
務
日
の
日
数
を
考
慮
し
て
宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
四
年
規
則

第
九
号
。
以
下
「
市
規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
二
で
定
め
る
非
常
勤
職
員 

ロ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
非
常
勤
職
員 

(1) 

そ
の
養
育
す
る
子
が
一
歳
に
達
す
る
日
（
以
下
「
一
歳
到
達
日
」
と
い
う
。）（
当
該
子
に
つ

い
て
当
該
非
常
勤
職
員
が
第
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間

の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ

れ
た
日
。
以
下
(1)
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
非
常
勤
職
員
で
あ
っ

て
、
同
条
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
を
育
児
休
業
の

期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の 
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(2) 

そ
の
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続
い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ

る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の
任
期
の
末
日
の
翌
日

又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
も
の 

一
部
改
正
〔
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
〕 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
） 

第
三
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
者
は
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
四
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
で
あ
る
職
員
（
児
童
の
親
そ
の
他
の

同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法
第
六

条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員

に
限
る
。
）
に
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
当
該
児
童
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
） 

第
四
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
日
は
、
次
の
各
号
に
揚
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

 

一 

次
号
及
び
第
三
号
に
揚
げ
る
場
合
以
外
の
場
合 
非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日 

 

二 

非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
非
常
勤
職
員
の
養
育
す
る
子
の
一
歳
到
達
日
以
前
の
い
ず
れ
か
の
日
に

お
い
て
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
育
児
休
業
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
（
以

下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
地
方
等
育
児
休
業
」
と
い
う
。
）
を
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
当

該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
（
当
該
育
児
休
業
の
期
間

の
初
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
の
翌
日
後
で
あ
る
場
合
又
は
当
該
地
方
等
育
児
休

業
の
期
間
の
初
日
前
で
あ
る
場
合
を
除
く
。） 

当
該
子
が
一
歳
二
か
月
に
達
す
る
日
（
当
該
日
が

当
該
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
育
児
休
業
等
可
能
日
数
（
当
該
子
の

出
生
の
日
か
ら
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
ま
で
の
日
数
を
い
う
。）
か
ら
育
児
休
業
等
取
得
日
数
（
当

該
子
の
出
生
の
日
以
後
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

第
六
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
日
数
と
当
該
子
に
つ
い
て
育

児
休
業
を
し
た
日
数
を
合
算
し
た
日
数
を
い
う
。
）
を
差
し
引
い
た
日
数
を
経
過
す
る
日
よ
り
後
の

日
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
経
過
す
る
日
） 

 

三 

一
歳
か
ら
一
歳
六
か
月
に
達
す
る
ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、
次
に
揚
げ
る
場
合

の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合
（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休

業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
第
六
条
第
七
号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
ロ
及
び
ハ
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
管
理
者
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
ハ
に

掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
） 

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日 

イ 

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前
号
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
同
号
に
掲
げ
る
場
合
若
し
く
は

こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当

該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
（
当
該
育
児
休
業

の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
と
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
異
な
る

と
き
は
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
）
）
の
翌
日
（
当
該
配
偶
者
が
こ
の
号
に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ

に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
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児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る

育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 
 

ロ 
当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳

到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
に
お
い
て
育
児
休
業
を
し
て

い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
配
偶
者
が
同
号

に
掲
げ
る
場
合
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末

日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た

日
）
に
お
い
て
地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

ハ 

当
該
子
の
一
歳
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務
の
た

め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
市
規
則
第
二
条
の
三
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る

場
合 

ニ 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
到
達
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
が
前

号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
す
る
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
が
当
該
子
の
一
歳

到
達
日
後
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
末
日
と
さ
れ
た
日
）
後
の
期
間
に
お
い
て
こ
の
号

に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
） 

第
五
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
場
合
は
、
一
歳
六
か
月
か
ら
二
歳
に
達
す
る

ま
で
の
子
を
養
育
す
る
非
常
勤
職
員
が
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
場
合

（
当
該
子
に
つ
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
次
条
第
七

号
に
掲
げ
る
事
情
に
該
当
す
る
と
き
は
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
、
管

理
者
が
定
め
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
同
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合
）
と

す
る
。 

一 

当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
の
翌
日
（
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が

こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
、
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
場
合
に
該
当
し
て
地
方
等
育
児
休
業
を
す
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
地
方
等
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と
さ
れ
た
日
の
翌
日
以
前
の
日
）
を

育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ
う
と
す
る
場
合 

 

二 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
に
お
い
て
育
児
休
業

を
し
て
い
る
場
合
又
は
当
該
非
常
勤
職
員
の
配
偶
者
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
に
お
い
て

地
方
等
育
児
休
業
を
し
て
い
る
場
合 

 

三 

当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
つ
い
て
育
児
休
業
を
す
る
こ
と
が
継
続
的
な
勤
務

の
た
め
に
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
て
市
規
則
第
二
条
の
四
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す

る
場
合 

四 

当
該
子
に
つ
い
て
、
当
該
非
常
勤
職
員
が
当
該
子
の
一
歳
六
か
月
到
達
日
後
の
期
間
に
お
い
て

こ
の
条
の
規
定
に
該
当
し
て
育
児
休
業
を
し
た
こ
と
が
な
い
場
合 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
） 

第
六
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事

情
と
す
る
。 

一 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
、
産
前
の
休
業
を
始
め
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該

育
児
休
業
の
承
認
が
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
産
前
の
休
業
又
は
出
産
に
係
る
子
が
次
に
掲
げ
る
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場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

イ 

死
亡
し
た
場
合 

ロ 
養
子
縁
組
等
に
よ
り
職
員
と
別
居
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合 

二 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
第
十
二
条
に
規
定
す
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育

児
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
後
、
同
条
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る
子
が
次
に
掲
げ
る
場
合
に

該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

イ 

前
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合 

ロ 

民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
場
合
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定
し
た
場

合
を
除
く
。）
又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の

規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
場
合 

三 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業

の
承
認
が
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
休
職
又
は
停
職
の
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
。 

四 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
が
当
該
職
員
の
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上
の
障
害

に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
が
相
当
期
間
に
わ
た
り
継

続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
後
、
当
該
職
員

が
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
回
復
し
た
こ
と
。 

五 

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
、
育
児
休
業
に
係

る
子
に
つ
い
て
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
保
育
所
、
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園
又
は
児
童
福
祉
法
第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
家

庭
的
保
育
事
業
等
（
以
下
「
保
育
所
等
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み

を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
休
業
の
終
了
時
に
予
測
す

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児

休
業
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

六 

第
四
条
第
三
号
に
揚
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
又
は
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
。 

七 

任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
、
当
該
任
期
の
末
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
末
日
と

す
る
育
児
休
業
を
し
て
い
る
も
の
が
、
当
該
任
期
を
更
新
さ
れ
、
又
は
当
該
任
期
の
満
了
後
引
き
続

い
て
特
定
職
に
採
用
さ
れ
る
こ
と
に
伴
い
、
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
、
当
該
更
新
前
の

任
期
の
末
日
の
翌
日
又
は
当
該
採
用
の
日
を
育
児
休
業
の
期
間
の
初
日
と
す
る
育
児
休
業
を
し
よ

う
と
す
る
こ
と
。 

（
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定
め

る
期
間
） 

第
七
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
の
人
事
院
規
則
で
定
め
る
期
間
を
基
準
と
し
て
条
例
で
定

め
る
期
間
は
、
五
十
七
日
間
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
が
で
き
る
特
別
の
事
情
） 

第
八
条 

育
児
休
業
法
第
三
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に

よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
、
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け

る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、
当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
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の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に

よ
り
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
休
業
の
期
間
の
再
度
の
延
長
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養

育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
と
す
る
。 

（
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
） 

第
九
条 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
育
児
休
業
承
認

請
求
書
（
様
式
第
一
号
）
に
よ
り
、
育
児
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

管
理
者
は
、
前
項
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
由
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め

る
と
き
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
に
対
し
て
、
証
明
書
類
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
） 

第
十
条 

前
条
の
規
定
は
、
育
児
休
業
法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
の

請
求
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
十
一
条 

育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
管
理

者
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

育
児
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合 

二 

育
児
休
業
に
係
る
子
が
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
っ
た
場
合 

三 

育
児
休
業
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
っ
た
場
合 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
養
育
状
況
変
更
届
（
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
届
出
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
十
二
条 

育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め
る
事
由
は
、
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
に
つ

い
て
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
以
外
の
子
に
係
る
育
児
休
業
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
と
す
る
。 

 

（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
職
務
復
帰
） 

第
十
三
条 

育
児
休
業
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
、
育
児
休
業
の
承
認
が
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け

た
こ
と
以
外
の
事
由
に
よ
り
効
力
を
失
っ
た
と
き
又
は
育
児
休
業
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、

当
該
育
児
休
業
に
係
る
職
員
は
、
職
務
に
復
帰
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
に
係
る
辞
令
の
交
付
） 

第
十
四
条 

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
辞
令
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。 

 

一 

育
児
休
業
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
育
児
休
業
を
承
認
す
る
場
合 

二 

育
児
休
業
法
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
育
児
休
業
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場

合 

三 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合 

（
育
児
休
業
に
伴
う
任
期
付
採
用
に
係
る
任
期
の
更
新
） 

第
十
五
条 

管
理
者
は
、
育
児
休
業
法
第
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
の
更
新
を
行
お
う
と
す
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
更
新
に
係
る
職
員
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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（
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
期
末
手
当
等
の
支
給
） 

第
十
六
条 

宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
第
三
十
四

号
。
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
第
二
十
六
条
第
一
項
（
宇
部
市
水
道
局
会
計
年
度
任
用
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
第
四
十
二
号
）
第
十
六
条
及
び
第
二
十
条

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い

る
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
（
管
理
者
が
定
め
る

こ
れ
に
相
当
す
る
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当
を
支
給
す
る
。 

２ 

給
与
規
程
第
三
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
日
に
育
児
休
業
を
し
て
い
る
職
員

の
う
ち
、
基
準
日
以
前
六
か
月
以
内
の
期
間
に
お
い
て
勤
務
し
た
期
間
が
あ
る
職
員
に
は
、
当
該
基

準
日
に
係
る
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
管
理
者
が
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。 

一 

休
暇
の
期
間
そ
の
他
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
、
次
に
掲
げ

る
期
間
以
外
の
期
間 

イ 

育
児
休
業
法
第
二
条
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の

福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
六
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児
休

業
を
し
て
い
た
期
間 

ロ 

給
与
規
程
第
二
十
九
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間 

ハ 

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
給
与
規
程
第
三
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
期
間
を
除
く 

二 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
条
例
第
三
十
五
号
）
第
十

二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
（
以
下
「
退
職
派
遣
者
」
と
い
う
。
）
と
し
て
同
条
例
第
十

条
に
規
定
す
る
特
定
法
人
（
以
下
「
特
定
法
人
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
こ

れ
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
管
理
者
が
認
め
る
期
間
を
含
む
。） 

４ 

第
二
項
の
勤
務
し
た
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。 

一 

公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
と

し
て
同
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
団
体
に
お
い
て
従
事
し
た
期
間 

二 

退
職
派
遣
者
と
し
て
特
定
法
人
に
お
い
て
業
務
に
従
事
し
た
期
間 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
職
務
復
帰
後
に
お
け
る
号
給
の
調
整
） 

第
十
七
条 

育
児
休
業
を
し
た
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第

二
十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
（
以
下
「
会
計
年
度
任
用
職
員
」
と
い
う
。）

を
除
く
。）
が
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に
お
い
て
、
他
の
職
員
と
の
均
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
は
、
そ
の
育
児
休
業
の
期
間
を
百
分
の
百
以
下
の
換
算
率
に
よ
り
換
算
し
て
得
た
期
間
を
引

き
続
き
勤
務
し
た
も
の
と
み
な
し
て
、
そ
の
職
務
に
復
帰
し
た
日
及
び
同
日
後
に
お
け
る
最
初
の
昇

給
日
（
給
与
規
程
第
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
昇
給
日
を
い
う
。
）
又
は
そ
の
い
ず
れ
か
の
日
に
、
昇

給
の
場
合
に
準
じ
て
当
該
職
員
の
号
給
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
） 

第
十
八
条 

宇
部
市
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
八
年
条
例
第
二
十
五
号
。
以
下
「
退

職
手
当
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

育
児
休
業
を
し
た
期
間
は
、
同
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
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を
要
し
な
い
期
間
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 
育
児
休
業
を
し
た
期
間
（
当
該
育
児
休
業
に
係
る
子
が
一
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
期
間

に
限
る
。
）
に
つ
い
て
の
退
職
手
当
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
二

分
の
一
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
分
の
一
」
と
す
る
。 

 

（
育
児
短
時
間
勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
十
九
条 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

 

一 

育
児
休
業
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
任
期
を
定
め
て
採
用
さ
れ
た
職
員 

 

二 

宇
部
市
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
十
七
号
。
以
下
「
就
業
規

程
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
引
き
続
い
て
勤
務
し
て
い
る
職
員 

 

三 

宇
部
市
職
員
の
定
年
等
に
関
す
る
条
例
第
九
条
各
項
の
規
定
に
よ
り
異
動
期
間
（
こ
れ
ら
の
規
定

に
よ
り
延
長
さ
れ
た
期
間
を
含
む
。
）
を
延
長
さ
れ
た
管
理
監
督
職
を
占
め
る
職
員 

一
部
改
正
〔
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
〕 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
し
な
い
場
合
に
育
児
短
時
間

勤
務
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
） 

第
二
十
条 

育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
条
例
で
定
め
る
特
別
の
事
情
は
、
次
に
掲
げ
る
事

情
と
す
る
。 

 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
を
い
う
。
以

下
同
じ
）
を
し
て
い
る
職
員
が
、
産
前
の
休
業
を
始
め
、
又
は
出
産
し
た
こ
と
に
よ
り
、
当
該
育

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
産
前
の
休
業
又
は
出
産
に
係
る
子
が
第
六
条

第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

二 

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
、
第
二
十
四
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ

と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
後
、
同
号
に
規
定
す
る
承
認
に
係
る

子
が
第
六
条
第
二
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

三 

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
休
職
又
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育

児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
効
力
を
失
っ
た
後
、
当
該
休
職
又
は
停
職
の
期
間
が
終
了
し
た
こ
と
。 

 

四 

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
が
当
該
職
員
の
負
傷
、
疾
病
又
は
身
体
上
若
し
く
は
精
神
上

の
障
害
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
状
態
が
相
当
期
間

に
わ
た
り
継
続
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
取
り
消
さ

れ
た
後
、
当
該
職
員
が
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
回
復
し
た
こ
と
。 

 

五 

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
第
二
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
取
り

消
さ
れ
た
こ
と
。 

 

六 

育
児
短
時
間
勤
務
（
こ
の
号
の
規
定
に
該
当
し
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る 

 
 
 

子
に
つ
い
て
既
に
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
終
了
後
、
三
月
以
上
の
期
間
を
経
過
し
た
こ
と
（
当
該

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
た
職
員
が
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
請
求
の
際
育
児
短
時
間
勤

務
に
よ
り
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
育
児
休
業
等
計
画
書
（
様
式
第
三
号
）

に
よ
り
管
理
者
に
申
し
出
た
場
合
に
限
る
。
）。 

 

七 

配
偶
者
が
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
入
院
し
た
こ
と
、
配
偶
者
と
別
居
し
た
こ
と
、
育
児
短
時
間
勤

務
に
係
る
子
に
つ
い
て
保
育
所
等
に
お
け
る
保
育
の
利
用
を
希
望
し
、
申
込
み
を
行
っ
て
い
る
が
、

当
面
そ
の
実
施
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
そ
の
他
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
終
了
時
に
予
測
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
事
実
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
に
つ
い
て
育
児
短
時
間
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勤
務
を
し
な
け
れ
ば
そ
の
養
育
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
） 

第
二
十
一
条 
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
第
五
号
の
条
例
で
定
め
る
勤
務
の
形
態
は
、
就
業
規
程
第

五
条
第
一
項
別
表
一
に
定
め
る
交
替
制
勤
務
職
員
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
勤
務
の
形
態
（
勤
務
日

（
就
業
規
程
第
七
条
に
規
定
す
る
勤
務
日
を
い
う
。
）
が
引
き
続
き
十
二
日
を
超
え
ず
、
か
つ
、
一
回

の
勤
務
が
十
五
時
間
三
十
分
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。 

一 

四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
八
日
以
上
を
週
休
日
と
し
、
当
該
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三
時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三

十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

二 

四
週
間
を
超
え
な
い
期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
一
日
以
上
の
割
合
の
日
を
週
休
日
と
し
、
当
該

期
間
に
つ
き
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
が
十
九
時
間
二
十
五
分
、
十
九
時
間
三
十
五
分
、
二
十
三

時
間
十
五
分
又
は
二
十
四
時
間
三
十
五
分
と
な
る
よ
う
に
勤
務
す
る
こ
と
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
手
続
） 

第
二
十
二
条 

育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
承
認
請
求

書
（
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
、
育
児
短
時
間
勤
務
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
又
は
そ
の
期
間
の
末
日
の

翌
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。 

２ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す
る
承
認
又
は
期
間
の
延
長
の
請
求
に
つ
い
て
準
用
す

る
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
二
十
三
条 

第
十
一
条
の
規
定
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
二
十
四
条 

育
児
休
業
法
第
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
育
児
休
業
法
第
五
条
第
二
項
の
条
例
で
定
め

る
事
由
は
、
次
に
掲
げ
る
事
由
と
す
る
。 

 

 

一 

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
係
る
子
以
外
の
子
に
係

る
育
児
短
時
間
勤
務
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

二 

育
児
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の

育
児
短
時
間
勤
務
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。 

 

（
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
条
例
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
） 

第
二
十
五
条 

育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
条
例
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
事
情
は
、
次
に
揚
げ
る
事
情
と

す
る
。 

 

一 

過
員
を
生
ず
る
こ
と
。 

 

二 

当
該
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
い
任
用
さ
れ
て
い
る
短
時
間
勤
務
職
員
（
育
児
休
業
法
第
十
八
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ
た
同
項
に
規
定
す
る
短
時
間
勤
務
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
短

時
間
勤
務
職
員
と
し
て
引
き
続
き
任
用
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
。 

 

（
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
に
係
る
職
員
へ
の
通
知
） 

第
二
十
六
条 

管
理
者
は
、
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
さ
せ
る
場
合
又
は
当

該
短
時
間
勤
務
が
終
了
し
た
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
、
書
面
に
よ
り
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 
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（
育
児
短
時
間
勤
務
等
に
係
る
辞
令
の
交
付
） 

第
二
十
七
条 

管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
職
員
に
対
し
て
、
辞
令
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

 

一 

職
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
を
承
認
す
る
場
合 

 

二 

職
員
の
育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
の
延
長
を
承
認
す
る
場
合 

 

三 

育
児
短
時
間
勤
務
の
期
間
が
満
了
し
、
育
児
短
時
間
勤
務
の
承
認
が
効
力
を
失
い
、
又
は
育
児

短
時
間
勤
務
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
場
合 

 

四 

前
条
の
規
定
に
よ
り
書
面
に
よ
る
通
知
を
す
る
場
合 

 

（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
給
与
規
程
の
適
用
） 

第
二
十
八
条 

育
児
短
時
間
勤
務
等
（
育
児
短
時
間
勤
務
及
び
育
児
休
業
法
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る

勤
務
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下
「
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
」
と
い
う
。
）

に
対
す
る
給
与
規
程
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
給
与
規
程
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

第
二
十
六
条
の

第
五
項
及
び
第

三
十
五
条
三
項 

第
二
十
六
条
第

四
項 

第
十
九
条
第
一

項 第
十
七
条
第
二 

項
第
二
号 

第
五
条
第
四
項 

及
び
第
七
項 

第
五
条
第
三
項 

給
料
の
月

額 給
料 

支
給
す
る 

定
年
前
再

任
用
短
時

間
勤
務
職

員 決
定
す
る 

決
定
す
る 

給
料
の
月
額
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額 

給
料
の
月
額
を
算
出
率
で
除
し
て
得
た
額 

支
給
す
る
。
た
だ
し
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
が
、
正
規
の
勤
務
時

間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
に
お
け
る
勤
務
で
正
規
の
勤
務
時
間
を
超
え

て
し
た
も
の
の
う
ち
、
そ
の
勤
務
の
時
間
と
そ
の
勤
務
を
し
た
日
に

お
け
る
正
規
の
勤
務
時
間
と
の
合
計
が
七
時
間
四
十
五
分
に
達
す
る

ま
で
の
間
の
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
同
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当

た
り
の
給
与
額
に
一
〇
〇
分
の
一
〇
〇
（
そ
の
勤
務
が
午
後
十
時
か

ら
翌
日
の
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
る
場
合
に
は
、
一
〇
〇
分
の
一

三
〇
）
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る 

 

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
一

一
〇
号
）
第
一
〇
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
（
同
法

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
勤
務
を
含
む
。）
を
し
て
い
る
職
員
（
以
下

｢

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等｣

と
い
う
。
） 

決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
受
け
る

号
級
に
応
じ
た
額
に
算
出
率
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。 

決
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
そ
の
者
の
受
け
る 

号
級
に
応
じ
た
額
に
算
出
率
（
承
認
を
受
け
た
一
週
間
当
た
り
の
勤

務
時
間
を
職
員
就
業
規
程
第
五
条
第
一
項
別
表
一
に
規
定
す
る
そ
の

者
の
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
）
を
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る 

 

て
得
た
額
と
す
る
。 
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一
部
改
正
〔
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
〕 

（
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
の
退
職
手
当
の
取
扱
い
） 

第
二
十
九
条 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
職
員
に
対
す
る
退
職
手
当
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
及
び
第

九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
期
間
は
、
退
職
手
当
条

例
第
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
勤
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
に
該
当
す
る

も
の
と
み
な
す
。 

２ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
た
期
間
に
つ
い
て
の
退
職
手
当
条
例
第
九
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
そ
の
月
数
の
二
分
の
一
に
相
当
す
る
月
数
」
と
あ
る
の
は
、
「
そ
の
月
数
の
三
分

の
一
に
相
当
す
る
月
数
」
と
す
る
。 

３ 

育
児
短
時
間
勤
務
等
の
期
間
中
の
退
職
手
当
条
例
の
規
定
に
よ
る
退
職
手
当
の
計
算
の
基
礎
と
な
る

給
料
月
額
は
、
育
児
短
時
間
勤
務
等
を
し
な
か
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
の
勤
務
時
間
に
よ
り
勤
務
し
た

と
き
に
受
け
る
べ
き
給
料
月
額
と
す
る
。 

（
育
児
短
時
間
勤
務
に
伴
う
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
用
に
係
る
任
期
の
更
新
） 

第
三
十
条 

第
十
五
条
の
規
定
は
、
短
時
間
勤
務
職
員
の
任
期
の
更
新
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
部
分
休
業
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
職
員
） 

第
三
十
一
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
条
例
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。 

一 

勤
務
日
の
日
数
及
び
勤
務
日
ご
と
の
勤
務
時
間
を
考
慮
し
て
市
規
則
で
定
め
る
非
常
勤
職
員
以

外
の
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
の
五
第
一
項
に
規

定
す
る
短
時
間
勤
務
の
職
を
占
め
る
職
員
を
除
く
。
） 

二 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等 

一
部
改
正
〔
令
和
四
年
十
二
月
二
十
六
日
〕 

（
部
分
休
業
の
承
認
） 

第
三
十
二
条 

部
分
休
業
（
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
三
十
分
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の

と
す
る
。 

２ 

就
業
規
程
第
六
条
の
承
認
（
職
員
で
生
後
一
年
未
満
の
生
児
を
育
て
る
場
合
に
限
る
。）
を
得
て
い
る

職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
を
減
じ
た

時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

３ 

非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、
一
日
に
つ
き
、
当
該
非
常
勤
職
員
に
つ
い

て
一
日
に
つ
き
定
め
ら
れ
た
勤
務
時
間
か
ら
五
時
間
四
十
五
分
を
減
じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内

（
当
該
非
常
勤
職
員
が
労
働
基
準
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
時
間
又
は
育
児
休
業
、
介
護
休

業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
第
六
十
一
条
第
三
十
二
項
に
お
い

て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
九
項
の
規
定
に
よ
る
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受

け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
、
か
つ
、
二
時
間
か
ら
当
該

育
児
時
間
又
は
当
該
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間

を
超
え
な
い
範
囲
内
）
で
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
手
続
等
） 

第
三
十
三
条 

育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
の
承
認
の
請
求
は
、
部
分
休
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業
を
始
め
よ
う
と
す
る
二
週
間
前
ま
で
に
、
部
分
休
業
承
認
請
求
書
（
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
行
う

も
の
と
す
る
。 

２ 

第
九
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
請
求
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

３ 

所
属
長
は
、
職
員
の
部
分
休
業
を
承
認
し
た
場
合
に
は
、
毎
月
末
日
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
該

月
の
翌
月
五
日
ま
で
に
部
分
休
業
整
理
簿
兼
報
告
書
（
様
式
第
六
号
）
に
よ
り
、
総
務
企
画
課
長
に
報

告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一
部
改
正
〔
令
和
六
年
二
月
二
十
八
日
〕 

（
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
給
与
の
取
扱
い
） 

第
三
十
四
条 

職
員
が
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間

に
つ
き
、
給
与
規
程
第
五
十
条
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
た
給
与
を
支
給

す
る
。 

（
部
分
休
業
に
係
る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
） 

第
三
十
五
条 

第
十
一
条
の
規
定
は
、
育
児
休
業
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
部
分
休
業
に
係

る
子
が
死
亡
し
た
場
合
等
の
届
出
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
事
由
） 

第
三
十
六
条 

第
二
十
四
条
の
規
定
は
、
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

（
妊
娠
又
は
出
産
等
に
つ
い
て
の
申
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
措
置
等
） 

第
三
十
七
条 

管
理
者
は
、
職
員
が
管
理
者
に
対
し
、
当
該
職
員
又
は
そ
の
配
偶
者
が
妊
娠
し
、
又
は
出

産
し
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
事
実
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
育
児
休
業
に

関
す
る
制
度
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
に
係
る
当
該
職
員
の

意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

管
理
者
は
、
職
員
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
当
該
職
員
が
不
利
益

な
取
扱
い
を
受
け
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
） 

第
三
十
八
条 

管
理
者
は
、
育
児
休
業
の
承
認
の
請
求
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲

げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

一 

職
員
に
対
す
る
育
児
休
業
に
係
る
研
修
の
実
施 

 

二 

育
児
休
業
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備 

 

三 

そ
の
他
育
児
休
業
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
宇
部
市
上
下
水
道
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
廃
止
） 

２ 

宇
部
市
上
下
水
道
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
管
理
規
程
第
二
十
五
号
）

は
、
廃
止
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

３ 

こ
の
規
程
の
施
行
前
に
宇
部
市
上
下
水
道
局
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
り
な

さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
程
の
相
当
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。 

４ 

宇
部
市
か
ら
出
向
し
た
職
員
の
う
ち
、
出
向
前
に
宇
部
市
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
四
年
条
例
第
三
号
）
の
規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
こ
の
規
程
の
相
当
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規
定
に
よ
り
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
し
、
育
児
休
業
の
期
間
等
は
通
算
す
る
。 

 
（
宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
附
則
第
七
項
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
育
児
短
時
間
勤
務

職
員
等
に
関
す
る
読
替
え
） 

５ 

育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
に
対
す
る
宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
四
年
水
道

事
業
管
理
規
程
第
三
十
五
号
）
附
則
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
）
と
す
る
」
と

あ
る
の
は
、「
）
に
、
宇
部
市
水
道
局
職
員
就
業
規
程
（
令
和
四
年
水
道
事
業
管
理
規
程
第
二
十
七
号
）

第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務

時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。 

附 

則
（
第
一
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
程
の
改
正
前
の
第
四
条
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
申
し
出
た
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
） 

３ 

宇
部
市
水
道
局
職
員
の
給
与
に
関
す
る
規
程
（
令
和
四
年
規
程
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
九
条
第
五
号
中
「
第
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
三
十
三
条
第
二
項
第
四
号
中
「
育
児
休
業
規
程
第
十
九
条
」
を
「
育
児
休
業
規
程
第
十
八
条
」
に

改
め
る
。 

 
 

第
三
十
六
条
第
三
号
中
「
育
児
休
業
規
程
第
九
条
第
二
項
」
を
「
育
児
休
業
規
程
第
八
条
第
二
項
」

に
改
め
る
。 

附 

則
（
第
二
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

附 

則
（
第
三
次
改
正
） 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
程
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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様式第１号（第９条関係）

      年        月        日

宇部市水道事業管理者

 　水道局長　　　　　　　　　　様 請求者 所   　 属

職  　  名

氏  　  名

  次のとおり育児休業の承認を請求します。

年 月 日 ～ 年 月 日 （     月      日間）

年 月 日 ～ 年 月 日 （     月      日間）

年 月 日 ～ 年 月 日 （     月      日間）

注  １ この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類（住民票

の写し、医師又は助産師が発行する出生証明書、母子手帳の出生届出済証明、官公署が発行

する出生届受理証明書などのいずれか）を添付すること（写しでも可）。なお、再度の育児休業

又は育児休業期間の延長、育児休業期間の再度の延長の承認請求の場合には、証明書類の

添付は不要であること。

2 この請求書は、育児休業、再度の育児休業、育児休業期間の延長又は育児休業期間の再度の

延長を始めようとする日の一月前までに所属長に提出すること。

3 子の出生前に請求する場合は、｢４ 請求期間｣欄は出産予定日以後の期間とし、｢１ 請求に係る

子｣欄の記入及び証明書類の添付は、出生後、速やかに行うこと。

4 備考欄には、（ア）請求に係る子以外に3歳に満たない子を養育する場合、その氏名、請求者との

続柄及び生年月日、（イ）請求に係る子が養子の場合においては、養子縁組の効力が生じた日、

(ウ）請求にかかる子以外の子について現に育児休業の承認を受けている場合においては、その

旨並びに当該承認に係る子の氏名及び当該承認の請求に係る期間等について記入すること。

5 所定欄に必要事項を記入し、該当する□にはレ印を付けること。

  １    請求に係る子

  ５   既に育児休

     業をした期間

  ６   備       考

  □  再度の育児休業 □  育児休業期間の再度の延長

      （再度の育児休業又は育児休業の再度の延長が必要な事情を簡単に記入すること。）
  ３   請求内容

  □  育児休業 □  育児休業の延長

生年月日   年         月         日 生 就業の有無   □ 有        □ 無

  ２  請求者以外の子の親

  ４   請求期間

育  児  休  業  承  認  請  求  書

氏      名 氏      名

続      柄 子との同居･別居の別   □ 同居     □ 別居       

課長 副課長 係長 係員 所属長 副課長 係長
様式第２号（第１１条関係） 

 

 

 

 

養 育 状 況 変 更 届 

            年   月   日   

宇部市水道事業管理者 

水道局長         様  

 

届出者  所  属               

                      職  名               

氏  名               

 

 

次のとおり育児休業に係る子の養育の状況について変更が生じたので届け出ます。 

 

 

１ 届出の事由 

 

□ 休業等に係る子を養育しなくなった。 

   □ 子と同居しなくなった。 

□ 負傷又は疾病により子の世話ができない状態になった。 

□ 託児できるようになった。 

□ その他（                       ） 

□ 休業等に係る子が死亡した。 

□ 休業等に係る子と離縁した（養子縁組の取消しを含む。）。 

□ 休業等に係る子との親族関係が特別養子縁組により終了した。 

□ その他（                         ） 

 

２ 届 出 事 由 

の 発 生 日 

       年    月    日 

注  所定欄に必要事項を記入し、該当する□にはレ印を付けること。 

 

 

課長 副課長 係長 係員 所属長 副課長 係長
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様式第３号（第２０条関係） 

 

 

育 児 休 業 等 計 画 書 

  年  月  日  

宇部市水道事業管理者 

水道局長          様  

 

請求者  所  属               

                     職  名               

氏  名               

次のとおり再度の育児休業又は育児短時間勤務の承認の請求をする予定ですので、育児休業等の

計画について下記のとおり提出します。 

なお、記載事項に変更が生じた場合は遅滞なく届け出ます。 

１ 請求の別 □ 育児休業   □ 育児短時間勤務 

２ 請求に係る子 

子 の 氏 名  生 年 月 日     年  月  日生 

３ 請求者の計画 

請 求 期 間    年  月  日から    年  月  日まで 

再 度 の 請 求 予 定 期 間    年  月  日から    年  月  日まで 

４ 再度の請求をする理由  

注 (1) 育児休業等計画書は、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書と同時に(変更の届出の場合

は、記載事項に変更が生じた後遅滞なく)提出するものとする。 

(2) ｢請求期間｣欄には、育児休業承認請求書又は育児短時間勤務承認請求書に記載した請求期間を記入す

る。 

(3)子の出生前に請求する場合は、「２ 請求に係る子」欄の記入は、出生後、速やかに行うこと。 

(4)変更の届出の場合は、変更する箇所のみ記入する。 

(5)該当する□にはレ印を付けること。 

 

 

課長 副課長 係長 係員 所属長 副課長 係長

様式第４号（第２２条関係）  

 

 

育 児 短 時 間 勤 務 承 認 請 求 書 

     年   月   日 

宇部市水道事業管理者 

水道局長           様  

 

請求者  所  属               

                     職  名               

氏  名               

次のとおり育児短時間勤務の承認又は育児短時間勤務の期間の延長を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏   名  

続   柄  

生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請 求 内 容 

□ 育児短時間勤務の承認 □ 育児短時間勤務の延長 

□ 再度の育児短時間勤務の承認（再度必要な事情を簡単に記入すること。） 

                            

３ 請 求 期 間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

４ 勤 務 の 形 態 

 

週  時間勤務         

（育児休業法１０第条第１項 □第１号 1 日 3 時間 55 分勤務 

□第２号 1 日４時間 55 分勤務 

□第３号 週 3 日勤務 

              □第４号 週 3 日勤務 

                 （うち 1 日のみ 3 時間 55 分勤務）    

□第５号 交替制勤務の形態 

５ 勤務の日及び 

時 間 帯 

月（  ：  ～  ：  ） 火（  ：  ～  ：  ） 

水（  ：  ～  ：  ） 木（  ：  ～  ：  ） 

金（  ：  ～  ：  ） 

６ 既に育児短時間 

勤務をした期間 

      年  月  日から    年  月  日まで 

      年  月  日から    年  月  日まで 

７ 備 考 
 

注 (1) この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票の写

し、医師又は助産師が発行する出生証明書、母子手帳の出生届出済証明、官公署が発行する出生届受

理証明書などのいずれか)を添付すること(写しでも可)。なお、育児短時間の延長の承認請求の場合に

は、証明書類の添付は不要であること。 

(2) この請求書は、育児短時間勤務、育児短時間勤務の期間の延長又は再度の育児短時間勤務を始めよ

うとする日の一月前までに所属長に提出すること。(請求期間は一月以上一年以下の期間に限る。) 

 

 

 

課長 副課長 係長 係員 所属長 副課長 係長
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様式第５号（第３３条関係） 

 

 

部 分 休 業 承 認 請 求 書 

 

 年   月   日 

 宇部市水道事業管理者 

 水道局長         様 

 

請求者  所  属               

                     職  名               

氏  名               

 

 

次のとおり部分休業の承認を請求します。 

１ 請求に係る子 

氏   名  

続   柄  

生 年 月 日 年  月  日生 

２ 請 求 期 間 

及 び 時 間 

期   間 時   間 

  年  月  日から 

       

 年  月  日まで 

□毎 日 

□その他 

  時  分～  時  分 

  時  分～  時  分 

３ 備 考 

 

注 (1) この請求書には、請求に係る子の氏名、請求者との続柄及び生年月日を証明する書類(住民票の写し、 

医師又は助産師が発行する出生証明書、母子手帳の出生届出済証明、官公署が発行する出生届受理証 

明書などのいずれか)を添付すること(写しでも可)。 

(2) 請求する職員が育児に係る特別休暇を取得している場合には、その内容を「３ 備考」欄に記入する 

こと。 

(3) 所定欄に必要事項を記入し、該当する□にはレ印を付けること。 

 

 

 

 

課長 副課長 係長 係員 所属長 副課長 係長

様式第６号（第３３条関係）

開始 所属

終了 職名

課長 係長 日付 使用時間

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

時間

分

部 分 休 業 整 理 簿 兼 報 告 書

　　　　　年　　　月　　　日

　総 務 企 画 課 長　　様

所属課長氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　下記職員の　　　　　年　　　月分の部分休業の取得について以下のとおり報告します。

承認期間
　　年　　　月　　　日

氏　名
　　年　　　月　　　日 （職員番号：　3-　　　　）

　　　　　　　年　　　　月分取得合計
（「使用時間」欄の合計） 　　　　　　　　　時間　　　　　　分

副課長 休業をした時間

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

／
　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　　　時　　　分　～　　　　時　　　分

　※　翌月５日までに職員係に提出してください。


